
平成２６年８月２９日  

大使館からのお知らせ 

（南ア改正入管法：内務省からの確認事項） 

 

在南アフリカ共和国日本国大使館 

  

１．８月２７日、当館からの問い合わせ事項の内１８歳未満の子供の旅行に関する次の

点に対する南ア内務省からの回答が、国際関係・協力省を通じて公式文書のかたちであ

りましたので、取り急ぎお知らせします。  

（１） 出生証明書及び該当する場合の宣誓供述書等の提示義務（新規則第６条１２項）

は、トランジットの場合には適用されない。  

（２） 出生証明書（又は戸籍謄本の英訳）には有効期限はない。  

（３） 宣誓供述書（affidavit）は３ヶ月以内に作成されたものでなければならない。  

（４） 南部アフリカ諸国等から南アフリカに医療上の理由で緊急移送される場合には、

ビザ取得を含む入国管理関連義務は免除される。但し、事後，可及的速やかに関

連書類を準備する必要がある。  

（５） 宣誓供述書のテンプレート（片親との旅行，両親以外の第３者との旅行，単独旅

行）は、当館作成の案にて差し支えない。  

 

２．南ア内務省は今回の措置を南アに乗り入れている航空会社に通達しているとのこと

ですので，南ア出入国時に限らず，日本を含む渡航先で南ア向け航空便の搭乗手続きを

する場合，航空会社から出生証明書及び該当する場合に宣誓供述書等の提示を求められ，

提示できない場合には搭乗を拒否される可能性も否定できないことに十分ご留意の上，

該当書類の準備をされますようお勧めします。  

 

３．当館では，日本における宣誓供述書の認証方法、宣誓供述書テンプレートに併記の

日本語訳、日本在住の方による戸籍謄本の英訳方法（英訳主体及び英訳内容証明プロセ

ス）については引き続き確認しておりますので，分かり次第改めてお知らせいたします。  

 

以上 

http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/notice_residents/notice_immigration20150520_affidavit_1.pdf
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/notice_residents/notice_immigration20150520_affidavit_2.pdf
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/notice_residents/notice_immigration20150520_affidavit_3.pdf
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/notice_residents/notice_immigration20150520_affidavit_3.pdf

